
ＴＣ２５１１

入札（見積）　　調書 頁

年度

契 約 番 号 第 － － 号

件 名

入札(見積)年月日 年 月 日 時 分

入札(見積)場所

円 主 管 課

落札(決定)金額 入札(見積)価格に　　％に相当する額を加算した金額が

最低制限価格法律上の落札(決定)金額である。

工 種 （ 業 種 ） 円

落札(決定)業者

入 札 ( 見 積 ) 経 過 （単位：円）

入 札 ( 見 積 ) 金 額

指 名 (見 積 )業 者 名 価格交渉金額最 低 最 低 最 低
第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回

金 額 金 額 金 額

（ 備 考 ）

結果     1

令和  6

11 21 00545

本局庁舎空調自動制御設備無停電電源装置バッテリ交換修繕

令和 6 11  6 午前10 00

水道局総務部総務課入札室

        299,200 11 総務課

10

292 修繕

60000021350 ジョンソンコントロールズ（株）　北海道支店

                            札幌市水道局

ジョンソンコントロールズ（ 決定
株）　北海道支店         272,000                                              

ａ０６１１２１００５４５ａ



様式13 

 

 

 

業者特定理由書 

 

 

 下記の理由により見積事業者を特定する。 

 

 

記 

 

 

 

1 件 名    本局庁舎空調自動制御設備無停電電源装置バッテリ交換修繕 

 

2 業 者 名    ジョンソンコントロールズ㈱北海道支店 

 

3 特定理由   本修繕は、水道局本局庁舎に設置している空調設備のうち不具合 

が発生している各自動制御機器の交換修繕を行うものである。 

         当該機器は横河ジョンソンコントロールズ株式会社（現 ジョン 

ソンコントロールズ株式会社）製であり、設置する建物に合わせて 

空調設備全体の構成と空調システムの運転方式を独自に設計してい 

るため、修繕には製造元のみが保有している技術やデータが必要不 

可欠である。 

         標記業者は、上記の条件を満たす唯一の会社であることから、特 

定するものである。 

 

4 根拠規定  

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第２号に該当すると判断されるため。 

 

 

 

 

 備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 



ＴＣ２５１１

入札（見積）　　調書 頁

年度

契 約 番 号 第 － － 号

件 名

入札(見積)年月日 年 月 日 時 分

入札(見積)場所

円 主 管 課

落札(決定)金額 入札(見積)価格に　　％に相当する額を加算した金額が

最低制限価格法律上の落札(決定)金額である。

工 種 （ 業 種 ） 円

落札(決定)業者

入 札 ( 見 積 ) 経 過 （単位：円）

入 札 ( 見 積 ) 金 額

指 名 (見 積 )業 者 名 価格交渉金額最 低 最 低 最 低
第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回

金 額 金 額 金 額

（ 備 考 ）

結果     1

令和  6

36 21 00242

北ノ沢第２ポンプ場直流電源設備修繕

令和 6 11  6 午前10 00

水道局総務部総務課入札室

      1,320,000 36 配水センター

10

292 修繕

60000012340 （株）北海道ジーエス・ユアササービス

                            札幌市水道局

（株）北海道ジーエス・ユア 決定
ササービス       1,200,000                                              

ａ０６３６２１００２４２ａ



様式13 

※本様式は「札幌市水道局物品・役務契約等事務様式基準の一部改正について（令和６年３

月22日 総務課長）」に定められる。 

 

 

 

業者特定理由書 

 

 

 下記の理由により見積事業者を特定する。 

 

 

記 

 

 

 

1 件 名  北ノ沢第２ポンプ場直流電源設備修繕 

 

2 業 者 名  株式会社 北海道ジーエス・ユアササービス 

 

3 特定理由  本修繕は、株式会社GSユアサが製造した直流電源設備の整備である。 

        直流電源設備の信頼性向上と機能維持を図り、円滑かつ効率的な運

転を確保するためには、適確な整備を行い性能評価することが必要で

あり、製品に精通した知識や技術が必要不可欠となる。 

       よって、製造者が保有する機器独自の設計データがなければ履行が

不可能である。 

       標記業者は、上記の条件を満たす唯一の業者であることから、特定

するものである。 

 

4 根拠規定  

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当すると判断されるため。 

 

 

 

 

 備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。 


